
広
島
県
告
示
第
五
百
二
十
号 

 
車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
海
上

コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
（
以
下
「
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
車
」
と
い
う
。
）
の
重
量
及

び
長
さ
の
最
高
限
度
を
引
き
上
げ
る
道
路
と
し
て
次
の
道
路
を
指
定
し
、
あ
わ
せ
て
、
同
令
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
三
十
日 

広
島
県
知
事 

湯

﨑

英

彦

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間 

路

線

名

区

間

県
道
本
郷
大
和
線 

三
原
市
本
郷
町
善
入
寺
字
正
廣
一
〇
〇
九
五
番
二
六
地
先
か
ら 

三
原
市
大
和
町
大
草
字
和
田
三
〇
五
二
番
一
地
先
ま
で 

二

指
定
す
る
期
日 

 
 

令
和
四
年
七
月
一
日 

三

通
行
方
法 

 
 

前
記
一
の
道
路
を
通
行
す
る
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
車
は
、
橋
、
高
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

構
造
の
道
路
を
通
行
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
徐
行
す
る
と
と
も
に
、
一
の
径
間
の
一
の
車
線
に
お
い
て

限
度
超
過
車
両
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

車
両
を
い
う
。
）
又
は
他
の
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
車
と
連
続
し
て
通
行
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
て
通

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


